
 

 

 

統合方針の決定 

統合校開校 

 

 

 

統合方針の決定 

統合校開校 

函館市立小・中学校再編計画 新旧対照表 

 

修 正 前（※22ページ） 

 

１ 統廃合の流れ 

本計画策定後には，具体的な統廃合について学校教育審議会に諮問するととも                                

に対象グループ（学校）の保護者や地域と協議を行っていきます。 

 また，保護者や地域の同意が得られた場合には，（仮称）統合準備委員会等を 

設置し，統合校の教育課程や校名などについて協議を行います。 

 

 

 

 

統廃合の検討を開始することについての報告（対象校の保護者や地域） 

 

学校教育審議会へ諮問 

 

学校教育審議会において，対象校の保護者や地域の意見を聴取 

 

学校教育審議会から答申（統合の必要性，統合校の位置，通学区域等） 

 

答申を踏まえ，説明会等の開催（保護者や地域，学校関係者との協議） 

（統合することや統合校の位置等について） 

 

                                    修正箇所 

                                                          

（庁内協議） 

 

 

 

 

 

統合校開校準備 

 

 ・交流学習・事業の開始（遠足，学芸会，文化祭，運動会，体育祭，総合学習等）  

 

 ・（仮称）統合委員会を組織（教職員，PTA，同窓会，地域の代表者等）し，教 

育課程，校名，校章，校旗，校歌等，必要な事項について協議 

    

 ・必要となる施設の整備（耐震改修・老朽改修等） 

   

 ・学校設置条例等の改正 

 

 

 

 

 

 

 

修 正 後（※22ページ） 

 

１ 統廃合の流れ 

本計画策定後には，具体的な統廃合について学校教育審議会に諮問するととも 

に対象グループ（学校）の保護者や地域と協議を行っていきます。 

    また，保護者や地域の同意が得られた場合には，（仮称）統合準備委員会等を 

設置し，統合校の教育課程や校名などについて協議を行います。 

 

 

 

 

統廃合の検討を開始することについての報告（対象校の保護者や地域） 

 

学校教育審議会へ諮問 

 

学校教育審議会において，対象校の保護者や地域の意見を聴取 

 

学校教育審議会から答申（統合の必要性，統合校の位置，通学区域等） 

 

答申を踏まえ，説明会等の開催（保護者や地域，学校関係者との協議） 

（統合することや統合校の位置等について） 

 

統合の同意（保護者，地域等） 

 

                      

（庁内協議） 

 

 

 

 

 

統合校開校準備 

 

    ・交流学習・事業の開始（遠足，学芸会，文化祭，運動会，体育祭，総合学習等）  

 

    ・（仮称）統合委員会を組織（教職員，PTA，同窓会，地域の代表者等）し，教 

育課程，校名，校章，校旗，校歌等，必要な事項について協議 

    

    ・必要となる施設の整備（耐震改修・老朽改修等） 

   

    ・学校設置条例等の改正 
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統合同意書・要望書の提出（保護者） 
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